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山
形
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
発
生
に
よ
り
、
本
県
及
び
山

形
県
に
お
い
て
家
屋
倒
壊
な
ど
の
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
被
害

を
受
け
ら
れ
た
皆
様
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、

一
日
も
早
い
復
興
が
図
ら
れ
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
は
、
多
く
の
県
民
の
犠
牲
を
払
っ
た
新
潟
地
震
発
生
か
ら

五
十
五
年
目
の
年
で
あ
り
、
改
め
て
防
災
・
減
災
対
策
の
取
り
組

み
を
盤
石
に
し
て
い
く
必
要
性
を
痛
感
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

六
月
十
四
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
令
和
元
年
第
一

回
六
月
市
議
会
定
例
会
で
は
、
条
例
改
正
等
の
専
決
処
分
に
加
え

介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
や
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
事
業
二
億
六
千
九
百
三
万
円
、
地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
事

業
補
助
金
二
百
十
万
円
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
一
般
会
計
補
正
予
算

な
ど
、
当
局
提
案
議
案
十
五
件
に
、
請
願
一
件
、
議
員
発
議
一
件
な

ど
を
合
わ
せ
て
審
議
し
、
承
認
、
可
決
、
採
択
な
ど
い
た
し
ま
し
た
。

　

令
和
元
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は
、
今
回
の
補
正
に
よ
り
当
初

に
比
べ
三
億
五
千
六
百
九
十
万
五
千
円
増
え
て
二
百
四
十
六
億
三

千
六
百
九
十
万
五
千
円
に
な
り
ま
し
た
。

議
　
長

　
林
　
　
　
茂
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令和元年 第１回

６月 補正予算など17議案を可決・承認

定例会

　令和元年第１回６月定例会が６月14日に招集され、６月28日

までの15日間の会期で開催されました。

　初日の14日は、会期の決定、議長報告、当局報告、繰越計算

書の報告、３件の専決処分を承認した後、議員派遣、市政一般

に関する質問を行いました。

　２日目の17日は、引き続き市政一般に関する質問をすべて

行った後、議案９件を一括議題として当局の提案説明、議案に

対する総括質疑を行い、各常任委員会に付託しました。また請

願１件も所管常任委員会に付託しました。

　最終日の28日は、当局報告の後、委員会付託案件について各

常任委員会の審査報告に続いて採決が行われ、それぞれ可決・

採択しました。その後、固定資産評価員の選任に関する人事案

件１件、日程追加された市長からの追加議案２件と議員発議１

件、議員派遣などを審議・採決して閉会しました。

６月　　14日(金)

17日(月)

20日(木)

21日(金)

28日(金)

本会議（開会、会期決定、議長報告、当局報告、議案審議、議員

　　　　派遣、一般質問）

本会議（一般質問、議案上程、質疑、委員会付託、議長報告）

総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会

建設産業常任委員会

本会議（当局報告、委員会審査報告・採決、議案審議、議長報告、

　　　　議員派遣、閉会）

　６月定例会の日程

月　日 内　　　　容
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集
し
て
い
く
と
い
う
番
組
の
企
画
で
取
材
の
依
頼
が
あ
り
、
こ

の
取
材
に
対
応
す
る
た
め
に
追
加
す
る
も
の
で
す
、
と
の
説
明

を
受
け
て
、

　

ど
う
し
て
残
業
の
手
当
の
追
加
が
必
要
な
の
か
、
と
た
だ
し

た
と
こ
ろ
、

　

残
業
と
い
う
よ
り
も
、
平
日
の
夜
間
で
す
と
取
材
先
の
対
応

が
で
き
な
い
部
分
に
つ
い
て
、
土
曜
日
や
日
曜
日
、
祝
日
に
職

員
が
取
材
に
対
応
す
る
と
い
う
想
定
を
し
て
い
ま
す
、
と
の
答

弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
財
政
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議
第
七
十
号　

工

事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
目
的
で
あ
る
複
合

施
設
造
成
工
事
の
担
当
課
、
都
市
整
備
課
に
も
出
席
を
求
め
設

計
内
容
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
土
工
に
関
し
て
は
金
津
の
砂
を
使
う
と
い
う
こ
と
だ

が
、
こ
の
辺
り
で
は
安
田
の
砂
も
有
名
で
、
安
田
で
あ
れ
ば
地

理
的
に
も
近
く
交
通
の
問
題
は
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

な
ぜ
金
津
の
砂
と
す
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

土
砂
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
新
潟
県
の
積
算
基
準
に
基
づ
い

て
、
新
津
管
内
の
金
津
を
選
定
し
て
設
計
し
て
い
ま
す
、
と
の

答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
土
砂
の
積
算
に
つ
い
て
は
、
土
砂
の
単
価
と
ダ
ン
プ

の
運
搬
費
用
を
設
計
に
盛
り
込
ん
で
い
る
と
の
説
明
で
あ
っ
た

が
、
安
田
か
ら
運
ん
で
も
、
費
用
は
さ
ほ
ど
変
わ
り
な
い
と
考

え
る
。
金
津
か
ら
と
な
る
と
十
ト
ン
程
度
の
ダ
ン
プ
が
金
津
峠

を
越
え
て
狭
い
道
路
を
通
っ
て
、
一
日
八
十
数
台
の
往
復
が
想

定
さ
れ
、
五
泉
の
ま
ち
な
か
で
の
交
通
渋
滞
や
交
通
事
故
等
も

心
配
さ
れ
る
。
ど
う
し
て
交
通
の
面
を
考
慮
し
て
新
津
管
内
と

い
う
指
定
を
は
ず
さ
な
か
っ
た
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

土
砂
取
り
場
所
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
交
通
の
問
題
も
課
題

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
と
お
り
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
今
回
議
決
い
た
だ
い
た
の
ち
に
、
請
負
業
者

と
交
通
経
路
あ
る
い
は
土
砂
取
り
の
現
場
等
も
含
め
今
後
よ
く

検
討
し
て
い
き
た
い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
業
者
と
相
談
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
最
終
的
に
金

津
か
ら
運
ぶ
と
な
っ
た
場
合
に
、
交
通
に
関
す
る
懸
念
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

本
会
議
で
も
そ
の
よ
う
な
心
配
が
あ
る
と
課
題
と
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
の
で
、
十
分
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
金
津
峠

か
ら
の
経
路
は
、
県
道
白
根
安
田
線
が
メ
イ
ン
と
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
も
今
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
三
本
木

中
野
三
号
線
と
い
う
新
た
な
道
路
も
開
通
す
る
見
込
み
で
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
の
辺
も
踏
ま
え
た
中
で
運
搬
路
を
検
討
し
て
い

き
た
い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
三
本
木
中
野
三
号
線
が
開
通
し
た
と
し
て

も
、
あ
そ
こ
に
は
五
泉
北
中
学
校
が
あ
り
ダ
ン
プ
が
相
当
に
通

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
業
者
の
ほ
う

と
相
談
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
の
要
望
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

去
る
六
月
十
七
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

 

議
第
六
十
八
号
　
五
泉
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

議
第
七
十
号
　
　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

議
第
七
十
一
号 

令
和
元
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す

る
事
項

請
願
第
二 

三
十
人
以
下
学
級
実
現
、
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
制
度
二
分
の
一
復
元
に
係
る
意
見
書
の

採
択
を
求
め
る
請
願

　

以
上
の
四
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審

査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会

審
査
報
告
書
及
び
請
願
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
企
画
政
策
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議
第
七
十
一

号　

令
和
元
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の

う
ち
、
（
総
合
戦
略
）
五
泉
市
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
の
時
間

外
勤
務
手
当
と
消
耗
品
費
の
増
額
に
つ
い
て
、

　

こ
の
た
び
新
潟
テ
レ
ビ
21
よ
り
、
県
内
の
三
十
市
町
村
を
特

総
務
文
教
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
剣
持
　
雄
吾
　
　
　
羽
下
　
　
貢
　
　
　
熊
倉
　
政
一
　
　
松
川
　
徹
也

○
長
谷
川
政
弘
　
　
　
広
野
　
　
甲
　
　
　
今
井
　
　
博

（◎委員長　○副委員長）
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付
商
品
券
事
業
に
関
連
し
て
、

　　

本
会
議
で
は
、
非
課
税
者
だ
と
思
わ
れ
た
く
な
い
人
が
い
る

の
で
は
と
い
う
話
が
あ
っ
た
が
、
商
品
券
の
申
請
及
び
購
入
窓

口
は
、
市
役
所
や
支
所
の
入
口
か
ら
入
っ
て
す
ぐ
だ
と
目
立
つ

の
で
は
な
い
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

窓
口
は
、
本
庁
は
市
民
相
談
室
、
支
所
は
事
務
室
の
向
か
い

に
あ
る
相
談
室
で
行
う
よ
う
準
備
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
子
育
て
世
帯
の
方
は
申
請
行
為
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
申
請
書
の
受
付
時
に
手
続
き
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
非

課
税
の
方
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
は
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
部
屋
の
中
に
入
っ
て
い
た
だ
き
見
え
な
い
よ
う
配
慮
を

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
他
に
配
慮
で
き
る
と
こ
ろ
が
な
い

か
を
検
証
し
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁

で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
対
象
者
一
万
人
の
半
分
し
か
購
入
し
な
か
っ
た
場
合
、

国
庫
補
助
金
は
そ
れ
に
応
じ
て
返
還
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

事
業
費
補
助
金
は
換
金
額
か
ら
販
売
金
額
を
引
い
た
プ
レ
ミ

ア
ム
分
が
補
助
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、
実
際
に
使
用
さ
れ
換

金
さ
れ
た
結
果
に
応
じ
た
補
助
金
と
な
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で

あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
こ
ど
も
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
令
和
元
年
度
五

泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
う
ち
保
育
園
運
営
事

業
に
関
連
し
て
、

　

保
育
料
に
含
ま
れ
て
い
な
い
給
食
費
・
バ
ス
に
よ
る
送
迎

費
・
教
材
費
に
つ
い
て
は
、
保
育
料
の
無
償
化
の
対
象
に
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
別
途
徴
収
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

バ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
が
二
十
五
％
程
度
と
い
う
こ
と
で
受

益
者
負
担
の
観
点
か
ら
バ
ス
の
利
用
料
を
い
た
だ
く
と
い
う
方

針
で
ご
ざ
い
ま
す
、
と
の
説
明
を
受
け
て
、

　

徴
収
で
き
る
部
分
も
五
泉
市
の
特
段
の
政
策
と
し
て
無
償
化

に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
す
べ
て
無
償
化
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
五
泉
市
の
子
育
て
支
援
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
度
が
す
ご

く
上
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

こ
の
た
び
は
三
歳
か
ら
五
歳
の
子
ど
も
の
無
償
化
で
す
が
、

国
と
し
て
も
将
来
的
に
は
０
歳
か
ら
二
歳
の
子
ど
も
に
対
し
て

も
範
囲
を
広
げ
た
い
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

今
後
の
動
向
も
注
視
し
た
中
で
給
食
費
あ
る
い
は
バ
ス
の
取
り

扱
い
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

去
る
六
月
十
七
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

議
第
六
十
九
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
七
十
一
号
　
令
和
元
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す

る
事
項

議
第
七
十
二
号
　
令
和
元
年
度
五
泉
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
七
十
三
号
　
令
和
元
年
度
五
泉
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
七
十
五
号
　
令
和
元
年
度
五
泉
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

　

以
上
の
五
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審

査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会

審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
健
康
福
祉
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
令
和
元
年
度

五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
う
ち
プ
レ
ミ
ア
ム

市
民
厚
生
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
佐
藤
　
　
渉
　
　
　
町
田
　
俊
夫
　
　
　
白
井
　
妙
子
　
　
　

○
伊
藤
　
昭
一
　
　
　
鈴
木
　
良
民
　
　
　
桑
原
　
一
憲

（◎委員長　○副委員長）
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で
あ
り
ま
す
、
と
の
説
明
を
受
け
て
、

　

補
助
事
業
の
対
象
と
な
る
生
産
組
織
の
設
立
の
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

昨
年
二
法
人
が
新
た
に
立
ち
あ
が
り
、
現
在
の
生
産
組
織
、

法
人
は
十
二
法
人
で
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
高
齢
化
が
進
み
、
耕
作
放
棄
地
が
ふ
え
る

こ
と
に
対
し
て
、
認
定
農
業
者
を
含
め
て
生
産
組
織
の
拡
大
を

し
て
い
く
方
向
で
努
め
て
も
ら
い
た
い
が
い
か
が
か
、
と
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、

　

農
家
を
や
め
る
方
が
ふ
え
、
維
持
管
理
が
困
難
に
な
っ
た
農

地
の
受
け
手
と
し
て
、
こ
う
い
っ
た
生
産
組
織
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
勉
強
会
を
開
催
す
る
な
ど
の
啓
発
活

動
を
含
め
て
、
担
い
手
の
育
成
に
今
後
も
努
め
て
ま
い
り
た

い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
農
産
物
生
産
推
進
事
業
二
十
三
万
円
の
増
額
に
つ
い

て
、
猿
害
対
策
等
事
業
補
助
金
と
し
て
、
電
気
柵
や
、
追
い
払

い
花
火
に
対
す
る
補
助
金
の
不
足
分
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
、
と
の
説
明
を
受
け
て
、

　

こ
こ
数
年
の
猿
の
農
作
物
被
害
の
推
移
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

　

猿
被
害
の
被
害
面
積
と
被
害
金
額
は
、
平
成
二
十
七
年
が

百
一
ア
ー
ル
、
百
十
二
万
円
、
平
成
二
十
八
年
が
四
十
五
ア
ー

ル
、
四
十
八
万
円
、
平
成
二
十
九
年
が
五
十
七
ア
ー
ル
、

四
十
七
万
円
、
平
成
三
十
年
が
十
九
ア
ー
ル
、
二
十
六
万
円
で

す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
平
成
二
十
七
年
の
被
害
金
額
か
ら
徐
々
に

被
害
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
の
効
果
が
出
て
い
る

と
思
う
が
、
こ
れ
ま
で
、
事
業
の
内
容
は
ず
っ
と
変
え
ず
に

や
っ
て
き
た
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

事
業
の
内
容
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
ほ
か
に
猿
害

対
策
と
し
て
、
猿
の
出
没
地
域
を
巡
回
し
て
、
軽
微
な
追
い
払

い
を
行
っ
た
り
、
箱
わ
な
の
餌
の
確
認
を
す
る
と
い
っ
た
パ
ト

ロ
ー
ル
作
業
も
、
現
在
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
委
託
し

て
行
っ
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
関
し
て
、
行
政
側
か
ら
の
猿
害
対
策
を
確
実
に
行
っ

た
上
で
、
地
元
集
落
で
も
防
護
や
追
い
払
い
の
問
題
に
対
応
す

る
よ
う
な
啓
発
を
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
、
と
た
だ
し

た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、
年
一
回
程
度
、
集
落
に
地
域
の
方
か
ら
集
ま
っ
て
も

ら
い
、
有
害
鳥
獣
の
勉
強
会
を
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
猟
友

会
や
、
パ
ト
ロ
ー
ル
作
業
、
担
当
課
も
含
め
た
体
制
を
つ
く

り
、
地
域
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
説
明
を
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

去
る
六
月
十
七
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

 

議
第
七
十
一
号 

令
和
元
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す

る
事
項

議
第
七
十
四
号 

令
和
元
年
度
五
泉
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
七
十
六
号 

令
和
元
年
度
五
泉
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
一
号
）

　

以
上
の
三
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審

査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会

審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。

　

議
第
七
十
一
号　

令
和
元
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
の
う
ち
、
農
林
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、

　

担
い
手
育
成
事
業
、
農
業
経
営
基
盤
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
支
援
事

業
補
助
金
八
百
五
十
三
万
一
千
円
の
増
額
に
つ
い
て
、
認
定
農

業
者
等
に
対
す
る
機
械
、
施
設
補
助
に
つ
い
て
四
月
末
ま
で
の

募
集
の
結
果
、
申
し
込
み
が
多
く
、
不
足
分
を
追
加
す
る
も
の

建
設
産
業
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
阿
部
　
周
夫
　
　
　
林
　
　
　
茂
　
　
　
平
井
　
敏
弘

○
佐
藤
　
　
浩
　
　
　
牛
膓
　
利
栄
　
　
　
深
井
　
邦
彦

（◎委員長　○副委員長）
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※1　法律に特別の定めがある場合を除く外、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。

【 ○：賛成，×：反対，－：欠席 】議員別議案賛否一覧表

提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

１
松
川
　
徹
也

２
深
井
　
邦
彦

３
桑
原
　
一
憲

４
白
井
　
妙
子

５
今
井
　
　
博

６
佐
藤
　
　
浩

７
長
谷
川
政
弘

８
伊
藤
　
昭
一

９
佐
藤
　
　
渉

10
平
井
　
敏
弘

11
牛
膓
　
利
栄

12
鈴
木
　
良
民

13
熊
倉
　
政
一

14
広
野
　
　
甲

15
剣
持
　
雄
吾

16
羽
下
　
　
貢

17
町
田
　
俊
夫

18
阿
部
　
周
夫

19
（
欠
番
）
　

20
林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第65号
専決処分の報告承認について（五泉市税条例等の一部を
改正する条例）

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第66号
専決処分の報告承認について（五泉市都市計画税条例の
一部を改正する条例）

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第67号
専決処分の報告承認について（五泉市国民健康保険税条
例の一部を改正する条例）

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第68号
五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第69号
五泉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第70号 工事請負契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

議第71号 令和元年度五泉市一般会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第72号
令和元年度五泉市国民健康保険特別会計補正予算
（第１号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第73号 令和元年度五泉市介護保険特別会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第74号 令和元年度五泉市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第75号
令和元年度五泉市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第76号 令和元年度五泉市水道事業会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第77号
五泉市固定資産評価員の選任について
（税務課長 早見 裕）

同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第78号 損害賠償の額を定めることについて 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第79号 令和元年度五泉市一般会計補正予算（第２号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請
願
者

請願第2
30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復
元に係る意見書の採択を求める請願

採択 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議
員 発議第2号

30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復
元に係る意見書の提出について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

一般質問（通告順）

　６月定例会では７人の議員が一般質問を行いました。通告順に従い、質問者の氏名をお知らせします。

通告順 質問者氏名 通告順 質問者氏名 通告順 質問者氏名

1 阿　部　周　夫 4 桑　原　一　憲 7 今　井　　　博

2 町　田　俊　夫 5 松　川　徹　也 8 広　野　　　甲

3 羽　下　　　貢 6 欠　　　席

当局報告
定例会初日の６月14日と最終日の６月28日、市長から次のとおり議会で報告を受けました。
◆【６月14日報告】告訴申立事件について
◆【６月28日報告】６月15日から16日にかけて発生した強風被害について
◆【６月28日報告】６月18日に発生した山形県沖を震源とした地震への対応について
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発 議 に つ い て

請 願 に つ い て

― 次の発議を可決しました。―

― 次の請願を採択しました。―

◆発議第３号

　30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書
の提出について

【内　　容】
　子どもたち一人ひとりが大切にされ、豊かな人間関係の中で教育が行われることは保護者・地域住民・
教職員共通の願いです。そのために、小中学校の全学年における30人以下学級の実現等が可能となる教
育条件整備のための教育予算の確保が不可欠です。
　日本は、OECD諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数が多くなって
いるにもかかわらず、10年以上にわたり、国による教職員定数改善計画のない状況が続いています。また、
三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は２分の１から３分の１に引き下げられ、自
治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増加などにみられるように教育条件格差も生じています。
自治体が見通しをもって安定的に教職員を配置するためには、国段階での定数改善計画の策定・実行が必
要です。
　さらに、子どもの貧困への対応、障害者差別解消法の施行にともなう障がいのある子どもへの合理的配
慮、外国につながる子どもたちへの支援、深刻化するいじめ・不登校などへの対応など、学校をとりまく
状況は複雑化、困難化しています。また、学校に求められる役割は増大しています。一人ひとりの子ども
たちへのきめ細かな指導・学びの質を高めるための教育には、教職員定数改善が不可欠です。
　新潟県では2001年度から小学校１・２年生において、県独自で32人以下学級が導入されました。また、
2015年度からは、小学校３年生～中学校３年生まで35人以下学級が拡充され、小中全学年での少人数学
級が実現しました。全国的にも少人数学級を拡大する自治体が増えてきています。しかし、小学校３年生
からの35人以下学級については「１クラス25人以上」の下限設定があり、すべての学校で実現している
わけではありません。
　子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことから、「教育
は未来への先行投資」であることが多くの国民の共通認識となっています。
　よって国におかれましては、子どもたちが全国どこに住んでいても教育の機会均等が担保され、教育水
準が維持・向上されるように次の事項を実現することを強く要望します。

記

１．少人数学級を推進すること。その際の学級規模は、OECD諸国並みのゆたかな教育環境を整備するた
め、30人以下とすること。

２．教育の機会均等と水準の維持・向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の国負担割合を２分の１に
復元すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【送付先】内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣

◆請願第２

　30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書
の採択を求める請願

― 意見書については、すみやかに関係省庁へ提出しました。―
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元
号
が
「
平
成
」
か
ら
「
令
和
」
へ

変
わ
り
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
で
す
。

こ
の
議
会
だ
よ
り
が
皆
様
の
も
と
に
届

く
頃
に
は
夏
真
っ
盛
り
の
事
と
思
い
ま

す
。
暑
い
夏
の
さ
な
か
体
調
管
理
に
十

分
に
気
を
付
け
過
ご
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

　

六
月
三
十
日
五
泉
市
で
は
大
雨
に
よ

り
「
洪
水
警
戒
レ
ベ
ル
３
」
が
発
令
に

な
り
、
避
難
準
備
、
高
齢
者
等
の
避
難

開
始
の
呼
び
か
け
が
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
避
難
さ
れ
た
方
は
０
人

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
近
年
、
自
治
体
や

報
道
機
関
な
ど
で
の
呼
び
か
け
も
、
落

ち
着
い
て
行
動
で
き
る
よ
う
に
早
め
早

め
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
な
か
な
か
実
際
の
避
難
行
動
に

何
故
つ
な
が
ら
な
い
の
か
。
い
ざ
災
害

が
発
生
し
た
直
後
は
、
行
政
が
行
う
活

動
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
ご
家
庭
に

あ
る
「
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
こ

の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
確
認
し
、
日
ご

ろ
か
ら
災
害
へ
の
備
え
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。■
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永年勤続議員表彰全国市議会議長会・北信越市議会議長会から

熊倉　政一　議員
（議員在職15年）

羽下　　貢　議員
（議員在職15年）

剣持　雄吾　議員
（議員在職15年）

鈴木　良民　議員
（議員在職15年）

　４月に福井市で開催された北信越市議会議長会定期総会及び６月に東京都で開催された全国市議会議長会定期
総会において、市政発展に尽くされた功績により表彰を受けられ、定例会初日の６月14日冒頭に表彰状の伝達が
行われました。

※表彰規定に基づき、合併前の村松町議会議員在職期間は換算して通算在職年数としています。

地域防災訓練が実施されました（６月９日 川東中学校）地域防災訓練が実施されました（６月９日 川東中学校）


